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は じ め に 

 
日頃より、ＪＡ鳥取中央の各事業におきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

このたび、情報開示を通じて経営の透明性を高めるため、令和６年度上半期（７月末）の経

営状況等をまとめたミニディスクロージャー誌を作成いたしました。当ＪＡに対するご理解を

深めていただければ幸いに存じます。 

今後とも、皆様に信頼されるＪＡとして努力して参りますので、一層のご支援ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 
ＪＡ鳥取中央の概況 

 

◇設   立         平成 10年２月 

◇本所所在地         鳥取県倉吉市越殿町 1409番地 

◇出 資 金         3,449百万円 

◇総 資 産         179,151百万円 

◇単体自己資本比率      12.23％（推計値） 

◇組 合 員 数         21,052名 

（うち正組合員 10,163名） 

（うち准組合員 10,889名） 

◇役 員 数         理事 19名  監事６名 

◇職 員 数         424名（うち正職員 279名） 

◇本所・支所・営農センター数 

本所 

支所      11支所 

営農センター ２営農センター 

（令和６年７月 31日現在） 
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１．経営理念 
 

ＪＡ鳥取中央は、農業を愛し、人間愛に満ちた、永続的な中央愛を築きます。 

① 農業愛…恵まれた大地を活かし、愛されるブランドを育て、みんなが誇れる農業を実現します。 

② 人間愛･･･地域から愛される職員を育成し、組合員とともに人間愛に満ちた組織をつくります。 

③ 中央愛･･･永続的な中央愛を築くため、事業の選択と集中により、経営基盤を強化します。 

 

＜基本方針＞ 

ＪＡ鳥取中央は組合員とともに「必要とされるＪＡ」を目指し、自己改革・経営改革へ挑戦いたします。 

１．地域農業を振興するため、農業生産の拡大と農業者の所得増大を目指す自己改革の着実な実践 

２．環境変化に適応した事業の選択と集中に基づく経営基盤の強化と内部統制整備の構築 

３．働きやすい職場環境の構築による職場の活性化と組合員等への最大のサービス提供 

４．組合員（正・准）の事業運営への参加・参画による協同組合運動の強化及び組織基盤づくり 

５．広報・情報・文化活動を通じた食農教育と地域の活性化 

 

２．地域貢献に関する取組 
 

文化的・社会的貢献に関する事項 

○あぐりキッズスクール 

未来を担う子どもたちに農業体験を通して「農業の大切さ」「食べることの大切さ」「いのちの大切さ」

を伝えるため、各種関係団体と連携をはかり、農業体験学習に取り組んでいます。活動を通して、地域の

特産物、歴史、文化にふれ合いながら、故郷を愛する心を育み、子どもも大人もいきいきと輝く社会の構

築を目指し、毎月多彩なカリキュラムを実践しています。また、親子で参加できる「親子参加スクール」

を実施しています。 

○子ども食堂への支援 

ＪＡ鳥取中央管内の子ども食堂に旬の農産物や農畜産物引換券、ＪＡ広報誌「家の光」「ちゃぐりん」

を進呈し、未来を担う子どもたちに向けた支援活動を実施しています。 

○学校給食への食材提供 

安全、安心な食材の提供と県内産農産物使用率の向上に努めています。 

○ふれあい農園の開設 

収穫体験など、広く農業へ参画していただいています。 

○子育て支援サポート 

１歳までのお子様をお持ちの保護者と妊婦さんを対象に「キッズ倶楽部」を立ち上げ、「ＪＡ共済アン

パンマン交通安全キャラバン」「子育てセミナー」を開催しています。 

○ＪＡ鳥取中央杯学童軟式野球大会・ＪＡ共済むてきカップ学童軟式野球鳥取県大会 

次世代を担う子ども達の健全な発育と協同心を育む支援活動として、倉吉市・東伯郡の小学校スポーツ

少年団を対象に「ＪＡ鳥取中央杯学童軟式野球大会」及び「ＪＡ共済むてきカップ学童軟式野球鳥取県大

会」を開催しています。 

○年金宅配サービス 

○ローン相談会 

○交通安全書道・ポスターコンクール（小中学生対象） 

○胃・女性疾病集団検診  



 

2 

利用者ネットワーク化への取組 

○年金友の会 

年金振込をいただいている方を会員として組織しています。旅行、グラウンドゴルフ、ゲートボール、

研修会など数多くの活動を通して会員の拡大と組織育成に努めています。 

○助け合い組織「コスモスの会」 

訪問介護資格をもつ会員で組織し、管内の各地域においてミニデイサービスやボランティア活動を行

っています。 

○ＪＡ女性会 

ＪＡ女性会を中心として、各組織・団体と連携し、介護施設利用者との交流及び福祉活動を実践してい

ます。 

 

情報提供活動 

○ホームページによる情報提供 

○組合員の結集力と理解を深めるための情報誌「ドリームちゅうおう」を年 10回、また、組合員をはじ

め地域住民へのＪＡ情報発信として「中部農業情報誌ドリームちゅうおう」を年 2回発行 

○ＪＡ共済の仕組内容、掛金試算及び契約者のフォルダー登録により既契約内容照会をインターネット

にて情報提供 

 

 

３．事業の概況 
 

（１）主な事業実績の推移                      （単位：百万円） 

項   目 令和６年７月末 令和６年 1月末 令和５年７月末 

貯金残高 158,315 159,755 159,180 

貸出金残高 24,514 21,947 22,056 

有価証券残高 8,077 7,871 7,570 

長期共済保有高 439,433 449,750 457,029 

短期共済新契約掛金 685 1,210 676 

購買品供給・取扱高 1,898 3,515 2,187 

販売品販売・取扱高 8,911 16,839 9,020 

 

（２）収益の推移                          （単位：百万円） 

項   目 令和６年７月末 令和６年 1月末 令和５年７月末 

経常収益（事業収益） 4,258 7,770 4,659 

 

信用事業収益 558 1,096 589 

共済事業収益 469 939 491 

購買事業収益 1,917 2,946 2,221 

販売事業収益 381 754 389 

その他事業収益 932 2,034 969 

経常利益 56 132 154 

当期剰余金 54 36 156 

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。 

２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。 
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（３）貸借対照表（令和６年７月 31 日現在）                    （単位：千円） 

科     目 金  額 科     目 金  額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

１．信用事業資産 151,816,277 １．信用事業負債 158,807,039 

（１）現金 1,345,222 （１）貯金 158,314,805 

（２）預金 118,021,199 （２）借入金 261,558 

（３）有価証券 8,077,495 （３）その他信用事業負債 230,674 

（４）貸出金 24,513,661 ２．共済事業負債 462,112 

（５）その他信用事業資産 107,986 ３．経済事業負債 2,010,951 

（６）信用事業貸倒引当金 △ 249,288 ４．設備借入金 3,618,841 

２．共済事業資産 1,751 ５．雑負債 996,664 

３．経済事業資産 3,509,812 ６．資産除去債務 66,029 

４．雑資産 1,499,769 ７．諸引当金 494,443 

５．長期前払費用 126 ８．繰延税金負債 1,651,823 

６．その他の貸倒引当金 △ 289 負 債 の 部 合 計 168,107,904 

７．固定資産 16,796,573 （ 純 資 産 の 部 ）  

（１）土地 9,976,316 １．組合員資本 7,980,504 

（２）減価償却資産 5,984,863 （１）出資金 3,449,218 

（３）建設仮勘定 781,032 （２）資本準備金 11,390 

（４）無形固定資産 54,361 （３）利益剰余金 4,579,661 

８．外部出資 5,311,701 利益準備金 2,551,192 

９．繰延税金資産 118,084 特別積立金 956,149 

10．その他資金運用勘定 96,790 その他利益剰余金 1,072,319 

11．特別会計勘定 - （うち当期剰余金） (54,217) 

  （４）処分未済持分 △ 59,765 

  ２．評価・換算差額等 3,062,189 

  純 資 産 の 部 合 計 11,042,694 

資 産 の 部 合 計 179,150,598 負債・純資産の部合計 179,150,598 

 

（４）損益計算書（令和６年２月１日から令和６年７月 31日まで）        （単位：千円） 

科     目 金  額 科     目 金  額 

１．事業総利益 1,503,623 ２．事業管理費 1,490,972 

信用事業総利益 434,998 事 業 利 益 12,650 

（１）信用事業収益 558,433  ３．事業外収益 143,503 

（２）信用事業費用 123,435  ４．事業外費用 100,406 

共済事業総利益 420,446 経 常 利 益 55,748 

（１）共済事業収益 469,284  ５．特別利益 661,658 

（２）共済事業費用 48,837  ６．特別損失 663,189 

購買事業総利益 115,491 税引前当期利益 54,217 

（１）購買事業収益 1,917,088  法人税・住民税及び事業税 － 

（２）購買事業費用 1,801,596  過年度法人税・住民税及び事業税 － 

販売事業総利益 275,924 法人税等合計 － 

（１）販売事業収益 380,852 当 期 剰 余 金 54,217 

（２）販売事業費用 104,928 繰越剰余金 117,220 

保管事業総利益 1,697 食農教育積立金目的取崩額 － 

利用事業総利益 194,638 土地再評価差額金取崩額 － 

その他事業総利益 90,369   

特別会計事業総利益 14,300   

指導事業収支差額 △ 44,244 当期未処分剰余金 171,437 
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４．リスク管理の状況 
（単位：百万円） 

区   分 令和６年７月末 令和６年１月末 増  減 

破産更生債権及びこれら

に準ずる債権 
317 344 △ 27 

危険債権 593 598 △ 5 

三月以上延滞債権 7 7 0 

貸出条件緩和債権 75 75 0 

合   計 992 1,025 △ 33 

 

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている

債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

２．危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ

た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産再生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものです。 

３．三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権並びに危険債権 に該当しないものです。 

４．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及び

これらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものです。 

 

 

５．自己資本の状況 
 

◇自己資本比率の状況 

当組合では、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基

盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。 

内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、令和６年１月末に

おける自己資本比率は、11.59％となりました。 

 
自己資本比率（単体） 

令和６年７月末（推計値） 令和６年１月末 

12.23％程度 11.59％ 

 

（注）７月末の単体自己資本比率（推計値）は、令和６年１月末の自己資本額（うち出資金のみ令和６

年７月末の額を使用）・オペレーショナル・リスク相当額、及び７月末の信用リスク・アセット額

（推計値）に基づき算出しており、また、７月末の信用リスク・アセット額（推計値）の算出にあ

たっても、一部の項目については令和６年１月末の額（データ）を使用しているため参考としてく

ださい。  
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６．主な事業の内容 
 

＜信用事業＞ 

ＪＡの信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務を行っています。この信用事業は、ＪＡ・信連・農

林中金という三段階の組織が有機的に結び付き、「ＪＡバンク」として大きな力を発揮しています。 

 

（１） 貯金業務 

組合員はもちろん、地域住民の皆様や事業主の皆様からの貯金をお預かりしています。 

普通貯金、当座貯金、スーパー定期、期日指定定期、定期積金、総合口座など各種貯金を目的、期間、金

額にあわせてご利用いただいております。 

種  類 しくみと特色 期間ほか  お預け入れ金額  

総 合 口 座 

｢貯める｣｢受け取る｣｢支払う｣「借りる」機能を備え

た便利な口座です。 

利息は、半年ごとに元加します。 

出し入れ自由  １円以上  

普 通 貯 金 

日常のお出し入れ、公共料金の自動支払、給与・

年金等の自動受取りなど、家計簿がわりにご利用

いただけます。 

利息は半年ごとに元加します。 

出し入れ自由  １円以上  

定 
 

期 
 

貯 
 

金 

期日指定 

定   期 

１年複利計算で利回りの有利な貯金です。 

お預け入れ期間は、最長３年。 

１年据え置き後ならいつでもご指定の日にお引き

出しでき、また一部お引き出しもできます。 

最 長 ３ 年  

(据置期間１年) 

1 円以上  

300万円未満 

スーパー 

定   期 

市場金利を参考に金利が決定される自由金利で

高利回りの定期貯金です。 

３年以上のものは、半年複利計算となりますが、

個人に限定されます。（法人は１年） 

１ヵ月、３ヵ月、 

６ヵ月、１年、 

２年、３年、４年、 

５年の定型方式  

１ヵ月超５年未満  

の期日指定方式  

1円以上 

300万円未満 

(スーパー定期) 

300万円以上 

1,000 万円未満 

(スーパー定期 300) 

大口定期 
自由金利の定期貯金で大口資金の運用にご利

用下さい。 

スーパー定期と同

じ期間設定です。 
1,000 万円以上  

変動金利 

定   期 

お預け入れの定期貯金の金利が、金利情勢に合

わせて６ヵ月毎に変動する定期貯金です。半年

複利計算。 

３年の定型方式  １ 円 以 上  

貯 蓄 貯 金 

お引き出し自由な貯金です。お預け入れの残高

に応じて適用金利が段階的に高くなることもありま

す（10万円未満、10万円以上、30万円以上、100

万円以上）。 

利息は半年ごとに元加します。 

出し入れ自由 １ 円 以 上  

当 座 貯 金 
取引のご決済に小切手や手形をご利用いただく

ための貯金です。 
出し入れ自由 １ 円 以 上  

通 知 貯 金 
まとまったお金を、１週間以上お預け入れいただ

く貯金です。 
７ 日 以 上  50,000 円以上  

積  立  式 

定 期 貯 金 

入金方法は自動振替と窓口扱いがある積立タイ

プの期日指定定期です。 
１ヵ月以上  １ 円 以 上  

定 期 積 金 
毎月一定額の積立で、着実に資金づくりができま

す。ボーナス併用もできます。 
６ヵ月～10 年  

１回掛金  

1,000 円以上  
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（２） 貸出業務 

組合員への融資をはじめ、地域住民の皆様の暮らしや、農業者・事業者の皆様の事業に必要な資金をご融

資しています。 

また、地方公共団体、農業関連産業などへもご融資し、地域経済の質的向上、発展に貢献しています。さら

に、株式会社日本政策金融公庫等の融資の申込みのお取り次ぎもしています。 

① ローンのご案内 

種     類  しくみと特色 ご融資金額 

マイカーローン  

（協 会 型 ・保 証 会 社 型 ）  

ミニバイクから免許取得費用まで自動車購入等

に必要な一切の資金です。 
1,000 万円以内 

ＪＡ住 宅 ローン  

（協 会 型 ）  

住宅の新築・購入・増改築・土地購入資金で

す。 
協会型 10,000 万円以内 

リフォームローン  

（協 会 型 ・ニコス型 ）  
住宅の増改築・改装・補修資金です。 

協会型 1,500万円以内 

ニコス型 1,500 万円以内 

教 育 ローン  

（協 会 型 ・ニコス型 ）  

ご子弟の入学金、授業料、アパート代などの教

育資金です。 
1,000 万円以内 

ＪＡ多 目 的 ローン  

（協 会 型 ）  
組合員が必要とする一切の生活資金です。 500万円以内 

フリーローン  

（ ﾄ ﾜﾗｲｽ ﾞ型 ・オリコ型 ）  
事業資金を除く一切の生活資金です。 

ﾄﾜﾗｲｽﾞ型 500万円以内 

オリコ型 1,000 万円以内 

空 き家 解 体 ローン  

（協 会 型 ）  

空き家となっている建物及び付属建物等の解体

及び整地をする資金です。 
300万円以内 

ＪＡ終 活 ローン  

（ ﾄ ﾜﾗｲｽ ﾞ型 ）  
墓地・墓石・仏壇仏具等の購入資金です。 500万円以内 

賃 貸 住 宅 ローン  

（協 会 型 ）  

マンション・アパートの建設、増改築の資金で

す。（正組合員に限ります） 
３億円以内 

営 農 ローン  

（協 会 型 ）  

組合員の農業経営等の決済に貸越資金として

ご利用いただけます。 
協会型無担保 300万円以内 

カードローン  

（協 会 型 ・ニコス型 ）  

生活に必要な一切の資金で、繰り返し何回でも

ご利用いただけます。 

協会型 極度額 300万円以内 

ニコス型 極度額 500万円以内 

村 づくりローン  

（協 会 型 ）  
共同利用施設の新築等に必要な資金です。 最高 6,000 万円以内 

（注）保証会社型は、組合員以外の方もご利用いただけます。 
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② 一般資金のご案内 

種    類 し く み と 特 色 ご融 資 金 額 

共済積立金担保貸出 
ＪＡの長期共済に加入されている方が、共済契約を担

保としてご利用いただけます。 
解約返戻金の 80％以内 

農業用建物、農機具、 

貨物自動車購入資金 

（農機ローン） 

制度資金に比べ、簡便な手続により利用可能な農業

機械等の導入資金です。 
契約額以内 

 

③ 制度資金（農業関連資金）のご案内 

種    類 内             容 

農業近代化資金 
経営の近代化を図るために必要な資金を、国及び県の助成（利子補給）により、

低利で融資します。 

農業経営改善促進資金 

（スーパーＳ） 

認定農業者の方の農業経営に必要な資金としてご利用いただけます。 

（極度方式） 

このほかにも、農業関連資金、生活関連資金等ご用意しております。 

 
（３） 為替業務 

全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、当ＪＡの

窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込、送金や手形、小切手等の取立が安全、確実、迅速にできます。 

 
（４） 各種サービスのご案内 

種    類 サ ー ビ ス の 内 容  

キ ャ ッ シ ュ カ ー ド  

全国のＪＡのほか、全国キャッシュカードサービス（ＭＩＣＳ）により、銀行、信用金

庫、信用組合などのＣＤ・ＡＴＭでご利用いただけます。平成 25年 11月 18日よ

り、ＪＡバンクキャッシュカードによる全国のコンビニ ATM ローソン・ファミリーマー

ト・ポプラでの提携を開始。「お引き出し」、「お預け入れ」、「残高照会」のご利用

ができます。 

ただし、他行での入金はできません。（セブン銀行、郵貯を除く） 

Ｊ Ａ カ ー ド  

サインひとつで、国内、海外の百貨店、有名店、専門店などでお買い物ができま

す。また、現金が必要なときは全国のＪＡの現金自動支払機でキャッシングがご

利用できます。 

自動支払サービス  

公共料金（電気・電話・ガス・水道・ＮＨＫ受信料）のほか地方税、クレジットの利

用代金、学費、ローン返済の代金決済をご指定の貯金口座から自動的にお支

払いいたします。 

年金・給与等振込サービス 各種年金、給与、子ども手当等がご指定の貯金口座に自動的に振込まれます。 

インターネットバンキング 
インターネットへのアクセスにより、ご利用口座の残高・入出金明細照会、ご利用

口座からの振込・振替がご利用いただけます。 

国債の窓口販売  新窓販国債、個人向け国債の窓口販売を行っています。 

投資信託の窓口販売  

ＪＡ日本債券ファンド、農中日経 225 オープン、ＪＡ日本株式ファンド、ＪＡ海外株

式ファンド、つみたて NISA 日本株式、つみたて NISA 米国株式、セゾン・バン

ガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド等の販売を

行っています。 

JA バンクの iDeCo の販売  税制優遇のある年金（個人型確定拠出年金）の販売を行っています。 
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（５） 手数料のご案内 

 

為替手数料・振込手数料一覧表 
 

① 為替振込手数料 （１件あたり、消費税を含む） 

振込の種類 金額の区分 
手数料 

現金 振替 

電

信

扱

い 

窓口 

利用 

取扱店舗内※ 金額に関係なく 110円  110円 

当 JA他店舗※ 
３万円未満 330円 110円 

３万円以上 550円 330円 

他ＪＡ宛 
３万円未満 550円 330円 

３万円以上 770円 550円 

他金融機関宛 
３万円未満 770円 550円 

３万円以上 990円 770円 

ATM

利用  

当ＪＡ宛  金額に関係なく 無料 無料 

他ＪＡ宛  
３万円未満 220円 110円 

３万円以上 440円 330円 

他金融機関宛 
３万円未満 440円 330円 

３万円以上 660円 550円 

文書扱い 
３万円未満 770円 550円 

３万円以上 990円 770円 

定時自動 

送金 

当ＪＡ宛  金額に関係なく 無料 

他ＪＡ宛  
３万円未満 110 円 

３万円以上 330 円 

他金融機関宛 
３万円未満 440 円 

３万円以上 660 円 

振込の種類 金額の区分 個人 法人 

ＪＡネット 

バンク利用 

（電信扱い） 

当ＪＡ宛  金額に関係なく 無料 無料 

他ＪＡ宛  
３万円未満 110円 110円 

３万円以上 110円 110円 

他金融機関宛 
３万円未満 165円 220円 

３万円以上 165円 330円 

※ ただし組合員・組合員組織（農事組合・各生産部・JA 女性会・JA青壮年部等）は免除いたします。 

 

② ＡＴＭ利用手数料 （１件あたり、消費税を含む） 

金融機関名 内容 

手数料 

平日 

8：45～18：00 

土曜 

9：00～14：00 

平日、土曜の 

その他時間帯 

および日曜、

祝日 

JAバンク 入出金 無料 無料 無料 

JFマリンバンク 出金 無料 無料 無料 

三菱 UFJ銀行、鳥取銀行 出金 無料 110円 110円 

その他（MICS提携） 出金 110円 220円 220円 

コンビニ提携 ATM 入出金 110円 110円 220円 
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③ 代金取立等手数料 （１件あたり、消費税を含む） 

代金取立等の種類  手数料 

当 Ｊ Ａ 本 支 所 宛  無料 

電 子 交 換 所 取 立  880円 

個 別 取 立 扱 い  1,100円 

振 込 組 戻 料  880円 

不 渡 手 形 返 却 料  1,100円 

取 立 手 形 組 戻 料  1,100円 

 

④ その他手数料 （１件あたり、消費税を含む） 

種   類 内   容 手数料  

通帳・証書再発行 １通あたり 1,100円 

ＩＣキャッシュカード再発行 １枚あたり 1,100 円 

JAカード（一体型）再発行 １枚あたり 1,100円 

ローンカード再発行 1枚あたり 1,100 円 

新規口座通帳発行 １通あたり※１ 550 円 

当座性小切手帳 １冊（50 枚）あたり 2,200円 

残高証明書 

定期発行 220 円 

都度発行(所定用紙) 550 円 

都度発行(所定用紙外) 1,100 円 

未利用口座管理 ※２ 1,320 円/年 

※１ 個人名義の普通貯金（総合口座を含む）を「紙の通帳」で発行される場合が対象です。ただし通

帳発行時の年齢が 18歳未満、あるいは 70歳以上であるお客様の口座は除きます。 

※２ 【対象口座】・普通貯金口座（一般・総合・年金・営農・子供） 

・貯蓄貯金口座 ※定期性貯金は対象外 

【条  件】次の①②③をすべて満たす貯金口座が対象となります。 

①令和３年 10月１日以降に新規開設 （普通貯金・貯蓄貯金） 

②入出金や口座振替等の取引が２年間ない 

③残高 10,000円未満 

【そ の 他】・初回手数料徴収は、令和６年 10月より実施いたします。 

・毎年 10月に手数料徴収および自動解約を行います。 

・残高が手数料金額以下の場合は、全ての残高を徴収し口座を自動解約します。 

 

⑤ 国債窓口販売業務 

種   類 内   容 手数料  

国債口座管理手数料  無  料 

 

⑥ 個人情報開示 （消費税を含む） 

種   類 内   容 手数料  

取引履歴照会 １ヵ月あたり 110 円 
※ ただし上限金額を 1,320 円とし、12 ヵ月以上の照会は一律 1,320 円となります。 

 

⑦ 両替手数料（両替・大量硬貨入金・大口金種指定払戻し） （消費税を含む） 

種   類 内   容 手数料  

紙幣・硬貨の合計枚数 

   １枚 ～  100枚 無  料 

 101枚 ～  500枚 550 円 

 501枚 ～ 1000枚 1,100 円 

1001枚 ～ 1500 枚 1,650 円 

1501枚以上 500枚ごとに 550円加算 

※ 組合員については 500枚までは無料 

・伝票が複数枚ある場合、口座名義に関わらず金種の合計枚数で適用します。 

・1日に複数回に分かれる場合、実質的に同一のお取引については合算した金種枚数で適用します。 
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⑧ 媒体持込手数料 （消費税を含む） 

種   類 内   容 手数料  

媒体持込 １依頼書毎 1,100 円 

振替（引落に限る） 1件あたり 55 円 

※ 契約書を締結している企業・団体・個人が口座振替処理を紙または電子媒体等（USB ﾒﾓﾘ、ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽ

ｸ等）のデータにてご依頼いただく際に手数料をいただきます。ただし組合員・組合員組織（農事組合・各

生産部・JA女性会・JA 青壮年部等）は免除いたします。 

※ 給与振込は除く。 

 

⑨ 伝票持込手数料 （消費税を含む） 

種   類 内   容 手数料  

入金・払戻 ３枚目から１枚につき 110 円 

※ ただし組合員・組合員組織（農事組合・各生産部・JA 女性会・JA青壮年部等）は免除いたします。 

各伝票を同日に複数回に分けて持ち込まれる場合でも合計で 3枚以上の伝票を持ち込みの場合は手数

料の対象となります。 

複数名義の伝票が混在している場合であっても枚数は合算させていただきます。 

 

⑩ ＪＡネットバンク手数料 （消費税を含む） 

種   類 手数料  

個人 月額基本使用料 無料 

 

⑪ 法人ネットバンク手数料 （消費税を含む） 

種   類 手数料  

基本サービス（照会・振込）月額基本使用料 550円 

基本サービス∔伝送サービス 1,100 円 

口座振替（１件） 22円 

※ 詳細はホームページをご覧ください。 

 

⑫ 住宅ローン手数料 

種   類 内   容 手数料  

一部繰上返済   5,500 円 

全部繰上返済 
 500万円以下 11,000円 

500万円超 55,000 円 

条件変更   5,500円 
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系統セーフティーネット（貯金者保護の取組） 

 

ＪＡバンクでは、「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「ＪＡバンク・セーフテ

ィーネット」を構築しています。これにより、組合員、利用者の皆さまにより一層の安心をお届け

しています。 

 

 

 

 

 

破綻未然防止システム 
 

 ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然に防止するためのＪＡバンク独自の制度

です。具体的には、 

（１） 個々のＪＡ等の経営状況についてチェック（モニタリング）を行い、問題点を早期に

発見 

（２） 経営破綻に至らないよう、早め早めに経営改善等を実施 

（３） 全国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク支援基金」等を活用し、個々のＪＡの経営

健全性維持のために必要な資本注入などの支援を行います。 

 

 

貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度） 

 

 貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金等の払出しができなくなった場合などに、貯金者等を

保護し、また、資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度

です。 

 この制度は、銀行、信金、信組、労金等が加入する「預金保険制度」と同様の内容になっています。 

  

 

 

貯金保険制度 
 

貯金者等保護のための 

公的な制度 

 

破綻未然 

防止システム 
 

破綻未然防止のための 

ＪＡバンク独自の制度 

ＪＡバンク・セーフティーネット 
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○個人情報保護方針 

 鳥取中央農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが

当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 

 

１．関連法令等の遵守 

当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「保護法」といいます。）その他、

個人情報保護に関する関係諸法令及び個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守しま

す。 

個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できる

ものをいい、以下も同様とします。 

また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律」（以下「番号利用法」といいます。）その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法

令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 

特定個人情報とは、番号利用法２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同

様とします。 

 

２．利用目的 

当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合

及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用し

ます。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を

超えた利用は行いません。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通

知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。 

 

３．適正取得 

当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。 

 

４．安全管理措置 

当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また

安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。 

なお、個人データとは、保護法第 16条第３項が規定する、個人情報データベース等（保護法第 16条第１項）を構

成する個人情報をいい、以下同様とします。 

 

５．第三者提供の制限 

当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを

第三者に提供しません。 

また、当組合は、番号利用法 19 条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わら

ず、特定個人情報を第三者に提供しません。 

 

６．機微（センシティブ）情報の取り扱い 

当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健

医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただ

いた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。 

 

７．開示・訂正・利用停止等 

当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等に応じます。 

保有個人データとは、保護法第 16条第４項に規定するデータをいいます。 
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８．苦情窓口 

当組合は、個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整

備に努めます。 

 

９．継続的改善 

当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。 

 

 

○金融商品の勧誘方針 

当組合は、金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧

誘を行います。 

 

１．組合員・利用者の皆さまの資産運用の目的、知識、経験及び財産の状況を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と

情報の提供を行います。 

 

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や該当商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう

努めます。 

 

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解

を招くような説明は行いません。 

 

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。 

 

５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。 

 

６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。 
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＜共済事業＞ 

ＪＡ共済は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆様の生命・傷害・家屋・財産

を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初から生命保障と損害保障の両方を実施しており、

個人の日常生活のうえで必要とされるさまざまな保障、ニーズにお応えします。 

ＪＡ共済では、生命、建物、自動車などの各種共済による生活総合保障を展開しています。 

 

＜営農指導事業＞ 

生産基盤である栽培面積の維持、拡大を図るため、営農センターにおいて「出向く営農指導」を実施してい

ます。少量多品目の指導体制の強化、新規就農者への技術習得支援などに取り組んでいます。また、消費者

に信頼される産地づくりのため、トレーサビリティ体制に取り組み、ＧＡＰ（農業生産工程管理）の導入を進めて

います。 

 

＜販売事業＞ 

生産者から消費者へ新鮮で安全・安心な農畜産物をお届けする事業を行っています。試食販売の充実、安

定した供給体制強化に取り組み、全国に向けてＪＡ鳥取中央ブランドの発信に努めています。また、直売所や

消費地において食農教育を実施し、食の文化や地域農業の大切さを伝えています。 

 

＜購買事業＞ 

○生産資材 

各資材センター、経済センターにおいて肥料、農薬、飼料、生産資材等の販売を行っています。また、期限

切れ等廃棄農薬の適正な回収処理及び廃棄プラスチック等のリサイクルなど環境保全活動に取り組んでいま

す。 

○生活資材 

組合員、地域住民の暮らしに必要な生活用品（日用品、衣料品、耐久資材等）の販売を行っています。共同

購入運動等を実践し、組合員が必要とする生活用品を提供する「暮らしの拠点」として、毎日の暮らしを応援す

る役割を担っています。 

 

＜保管事業＞ 

穀物（米、麦、大豆等）の保管業務に取り組み、善良な保管管理の徹底に努めています。 

 

＜利用事業＞ 

共同利用施設（カントリーエレベーター、ライスセンター、育苗センター、選果場、集出荷場、畜産施設、堆肥

施設等）の運営や観光事業などを行っています。 

 

＜生活指導事業＞ 

女性組織の育成、支援、地域の特徴を生かした加工品の製造、販売などに努め、地産地消に取り組んでい

ます。 

 

＜福祉事業＞ 

助け合い組織「コスモスの会」によるミニデイサービスを実施しています。 

 

＜葬祭事業＞ 

ＪＡメモリアルホール「報恩舎」「福本」「あじさい」にて葬儀施行サービスを行っています。また、「いきいき中央

倶楽部」の会員を対象に、お得な割引サービス（葬儀施行割引・ほのぼの旅行割引）を提供しています。 
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７．店舗等のご案内 

 

店舗及び事務所名 住    所 電話番号 
ＡＴＭ 

設置台数 

＜本所・支所・相談プラザ＞ 

本所 倉吉市越殿町 1409 （0858）23-3090 １ 

河北支所 倉吉市大平町 362-7 （0858）26-0541 １ 

大鴨支所 倉吉市上古川 170-1 （0858）28-0841 １ 

久米支所 倉吉市横田 150 （0858）28-0641 １ 

三朝支所 東伯郡三朝町本泉 371 （0858）43-0914 １ 

関金支所 倉吉市関金町大鳥居 201 （0858）45-3112 １ 

東郷支所 東伯郡湯梨浜町中興寺 378 （0858）32-2114 １ 

羽合支所 東伯郡湯梨浜町久留 26-1 （0858）35-3009 １ 

泊相談プラザ 東伯郡湯梨浜町園 2202-1 （0858）34-2511 １ 

北条支所 東伯郡北栄町江北 792-2 （0858）36-5346 １ 

大栄支所 東伯郡北栄町由良宿 554-5 （0858）49-1159 １ 

東伯支所 東伯郡琴浦町徳万 558-1 （0858）53-1615 ２ 

赤碕支所 東伯郡琴浦町赤碕 1997-1 （0858）55-1021 １ 

＜ＡＴＭのみ設置＞ 

倉吉市シルバー人材センター 倉吉市駄経寺町 2-8-1 － １ 

パープルタウン 倉吉市山根 557-1 － １ 

西倉吉 倉吉市西倉吉町 285-1 － １ 

三徳 東伯郡三朝町片柴 1329 － １ 

竹田 東伯郡三朝町穴鴨 168 － １ 

山守 倉吉市関金町今西 1023-1 － １ 

湯梨浜サテライトセンター 東伯郡湯梨浜町長和田 1322-1 － １ 

下北条 東伯郡北栄町北尾 517-8 － １ 

栄 東伯郡北栄町亀谷 285 － １ 

プラッツ中央 東伯郡琴浦町逢束 806 － １ 

古布庄 東伯郡琴浦町古長 268-3 － １ 

琴浦サテライトセンター 東伯郡琴浦町釛 474 － １ 

以西 東伯郡琴浦町高岡 470 － １ 



 

 

 

鳥取中央農業協同組合 

〒682-0867 鳥取県倉吉市越殿町 1409番地 

TEL(0858)23-3000㈹ FAX(0858)23-3070 

HP http://www.ja-tottorichuou.or.jp 

http://www.ja-tottorichuou.or.jp/

